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第４章 家庭教育 

 

１ 家庭教育 
 
(1) 家庭教育の役割 

教育基本法では、保護者（家庭）の役割について、次のように定義され、学校、地域及び
地域住民などの関係者の教育における役割と責任を自覚し、相互連携及び協力に努めると明
記されている。 

教育基本法 
 第二章 教育の実施に関する基本                   
（家庭教育）  
 第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活

のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達
を図るよう努めるものとする。 

  ２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及
び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければな
らない。  

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）  
 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を

自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。  

 

(2) 家庭教育をめぐる現状と課題 
家庭教育は、それぞれの家庭で行われる教育であり、すべての教育の出発点である。この

教育によって、子どもは生きるための基礎的な資質や能力を培い、人格を形成していく。 
 奈良県における児童生徒の生活習慣
について、全国の児童生徒の状況と比
較すると、朝食摂取率が低く、決まった
時刻に就寝していないことなど、基本
的な生活習慣に課題があると言える
（図１）。 
 なお、全国学力・学習状況調査から
は、「生活習慣が整っているほど、平均
正答率が高い」という傾向がみられる
（図２、図３）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１ 奈良県における児童生徒の生活習慣の傾向 

図２ 朝食と平均正答率の関係（Ｒ５全国学力・学習状況調査） 図３ 就寝時刻と平均正答率の関係（Ｒ４全国学力・学習状況調査） 
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 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会の調査研究によれば、子どもの頃「早寝早起き朝ごは
ん」という規則正しい生活を送っていた人ほど、大人になった現在の資質・能力が高い傾向
がみられた。また、親から生活習慣に関するしつけを受けていた人ほど、家庭の経済状況に
関わらず、大人になった現在の資質・能力が高い傾向がみられた。 
 奈良県の児童生徒の現状を踏まえ、規則正しい生活習慣の重要性について、子どもと保護
者に繰り返し啓発する必要がある。 
参考資料 

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会（令和３年３月）「早寝早起き朝ごはん」の 
効果に関する調査研究報告書 

     
(3) 家庭への啓発 

 家庭教育７か条       
「家庭教育７か条」とは、基本的な生

活習慣を身に付けたり、規範意識や社
会性を培ったりするために、家庭教育
で大切なことを「家庭教育７か条」とし
て県教育委員会がまとめたものであ
る。 

「あいさつ」「基本的生活習慣」「手
伝い」「規範意識」「コミュニケーショ
ン」「体力」の項目について、幼児期か
ら学童期に子どもに身に付けさせたい
こと、あるいは、保護者に子育てのヒントとして参考にしてもらいたいことを明確にしたも
のである。 

これまでの全国学力・学習状況調査によれば、奈良県の子どもたちには基本的な生活習慣
や規範意識に課題が見られる。基本的生活習慣を身に付けたり、規範意識や社会性を培った
りするためには、人間形成の基礎が培われる幼児期から小学校低学年での教育が極めて重要
である。家庭教育では何が大切か、保護者は子どもに何を身に付けさせねばならないかとい
うことを、「家庭教育７か条」として分かりやすく説明し、「まず、大人が手本を示しましょ
う」「大人も子どもと一緒にやってみましょう」「できるまで、根気強く続けさせましょう」
と保護者に繰り返し呼びかける必要がある。 

 
家庭教育月間目標 

家庭教育で大切だと思われる内容を家庭教育月間目標として示し、教育研究所Ｗeb サイト
で紹介している。この月間目標を毎月の学級便りや学年便りの参考としたり、保護者会等の
話題として取り上げたりするなど活用されたい。保護者には、家庭教育の重要性について繰
り返し発信していくことが大切である。家庭教育力の向上を目指し、学校は家庭教育の重要
性を保護者に発信していくことが求められる。 

   
 
 
 
 

≪家庭教育７か条≫ 

 ①あいさつをする習慣を付けさせよう 

 ②決めた時刻に寝る習慣を付けさせよう 

 ③身の回りの片付けをする習慣を付けさせよう 

 ④手伝いをする習慣を付けさせよう 

 ⑤してよいこと、してはいけないことをしっかり   
と教えよう 

 ⑥家族で会話をする機会を増やそう 

 ⑦友達と外で遊ばせよう 

 ＜ 例 令和５年度 家庭教育月間目標 ＞ 
  
４・５月 あさごはんをしっかりたべよう！ 
  ６月 ルールをまもろう！ 
  ７月 「ありがとう」をいおう！ 
  ８月 おてつだいをしよう！  
  ９月 きちんとはをみがこう！ 
   10 月 ほんをよもう！ 
  11 月 そとでげんきにあそぼう！ 
  12 月 はやね・はやおきをしよう！ 
  １月 てあらい・うがいをしっかりしよう！ 
  ２月 あとかたづけをしよう！ 
  ３月 じぶんのことはじぶんでしよう！ 
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